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英
米
法
国
特
に
米
国
に
お
い
て
信
託
の
受
託
者
に
課
せ
ら
れ
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
義
務
は
、
い
わ
ゆ
る
忠
実
義
務
（
目
ご
Ｃ
罠
・
『
‐

（
１
）
 

（
２
）
 

四
｝
ご
）
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
託
制
度
は
、
委
託
者
の
受
託
者
に
対
す
る
信
任
（
８
．
監
目
、
の
）
に
基
づ
い
て
、
受

益
者
ｌ
自
己
ま
た
は
他
人
も
し
く
は
社
会
ｌ
の
た
め
に
、
受
託
者
が
他
人
の
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
だ

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

一一一一一一一

目
次

一
問
題
の
所
在

二
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
利
益
享
受
の
禁
止
（
信
託
法
第

九
条
）問
題
の
所
在

信
託
に
お
け
る
一
受
託
者
の
忠
実
義
務三
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
（
信
託
法
第
一

十
二
条
）

四
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
義
務
（
信
託
法
第
四
条
）

五
結
語

中
野
正
俊
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し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
英
米
法
国
に
お
け
る
信
託
の
受
託
者
に
は
基
本
的
義
務
と
し
て
忠
実
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ

（
９
）
 

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
英
米
法
国
の
信
託
法
制
を
導
入
し
た
わ
が
信
託
法
に
お
い
て
は
、
エ
ヱ
託
者
の
忠
実
義
務
を
直
接
に
明
文
化
し
た
現

（
、
）

定
は
存
し
な
い
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
わ
が
信
託
法
学
者
は
、
受
託
者
の
忠
実

（
Ⅱ
）
 

義
務
を
無
視
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
解
釈
論
と
し
て
信
託
法
第
九
条
（
受
託
者
の
利
益
享
受
の
錘
不
止
）
ま
た
は
同
法
第
一
一

十
二
条
（
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
）
に
求
め
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
上
記
の
学
説
は
、
い
ず
れ
も
受
託
者
の
基
本
的
行
動
基

準
と
し
て
、
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
」
に
重
点
を
置
く
と
言
う
よ
り
も
、
「
信
託
財
産
ノ
管
理
又
ハ
処
分
」
に
重
点
を
置
い
た
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
九
条
説
は
受
益
者
に
対
す
る
忠
実
義
務
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
第
二
十
二
条
説
は
信
託
財
産
に
対
す
る
忠
実

（
咽
）

義
務
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
の
信
託
法
学
者
が
信
託
法
第
九
条
ま
た
は
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
を
も
っ
て
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
定

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
二
四

（
３
）
 

か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
に
は
、
所
有
と
管
理
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
ま
た
は
管
理
主
体
と
利
益
帰
属
主
体
と
の
相
違

に
よ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
忠
実
義
務
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
財
産
権
の
帰
属
に
関
し
て
相
違
が
あ
る

（
４
）
 

（
５
）
 

（
６
）
 

と
し
て
も
、
民
法
上
の
法
人
の
理
事
、
後
見
人
、
代
理
人
、
遺
産
管
理
人
、
道
一
一
一
一
口
執
行
者
、
商
法
上
の
取
締
役
お
よ
び
破
産
法
上
の
破
産

管
財
人
等
に
も
忠
実
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
善
管
注
意
義
務
と
並
ん
で
、
信
託
受
託
者
に
は
も
っ
と
も
厳
し
い
忠
実
義
務
が

（
７
）
 

負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
信
託
に
お
い
て
は
、
民
・
商
法
上
の
財
産
管
理
制
度
に
比
し
、
前
述
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
も
っ
と
も
大
き
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
の
受
託
者
は
、
財
産
の
名
義
人
と
し
て
信
託
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
信
託
の
本

（
８
）
 

』
曰
す
な
わ
ち
委
託
者
の
信
託
設
定
意
図
に
し
た
が
っ
て
、
信
託
事
務
の
処
理
を
忠
実
か
つ
誠
実
に
な
す
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
る
の
で
あ

ブ（）○
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め
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
か
ね
て
か
ら
疑
義
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
英
米
法
国
の
信
託
法
制
に
よ
れ
ば
、
わ
が
信
託

法
第
九
条
ま
た
は
第
二
十
二
条
に
相
当
す
る
規
定
と
は
別
に
、
忠
実
義
務
に
関
す
る
別
個
独
立
し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

（
焔
）

ブ（》Ｏ
（
Ｍ
）
 

（
垢
）

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
忠
実
義
務
の
類
型
お
よ
び
忠
実
義
務
の
機
能
等
の
考
察
に
主
眼
を
置
く
土
）
の
で
は
な
く
、
わ

が
信
託
法
第
九
条
ま
た
は
同
法
第
一
一
十
二
条
の
趣
旨
を
検
証
し
な
が
ら
、
信
託
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
は
何
人
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
具
体
的
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
シ
・
三
・
、
８
三
・
『
す
の
Ｅ
言
。
｛
弓
日
切
（
・
一
二
】
８
．
く
。
］
・
国
尹
亟
】
『
Ｐ
曽
］
己
．
（
］
窟
『
）
》
の
．
。
・
団
。
、
『
一
・
日
日
の
扇
陣
自
日
い
｛
の
＄
国
己
８
．
印
の
・
・
団
畠
曽
『
ご

（
』
⑰
忠
）
》
の
．
目
・
ｍ
ｏ
ｍ
の
『
戸
日
日
⑪
｛
⑪
．
①
昏
の
。
．
⑪
の
・
・
患
筐
〕
□
。
（
』
患
『
）
》
梅
原
文
雄
・
英
米
信
託
法
概
論
一
一
一
一
一
八
頁
（
一
九
九
八
年
）
、
三
菱
信
託
銀
行
信
託
研
究

会
編
薔
・
信
託
の
法
務
と
実
務
〔
三
訂
版
］
八
六
頁
以
下
、
木
南
敦
「
儂
託
受
託
者
の
思
慮
分
別
（
頁
目
…
）
と
忠
実
（
一
・
百
一
辱
一
に
つ
い
て
ｌ
ア
メ

リ
カ
法
を
手
が
か
り
と
し
て
ｌ
」
信
託
法
研
究
蔓
七
号
五
一
頁
参
照
．

（
２
）
中
野
「
韓
国
の
信
託
法
に
つ
い
て
ｌ
わ
が
信
託
法
と
の
比
較
に
お
い
て
ｌ
」
亜
細
亜
法
学
第
二
十
四
巻
第
一
号
四
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
四
宮
和
夫
「
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
（
末
延
三
次
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
）
後
に
信
託
の
研
究
所
収
二
一
○
頁
（
同
旨
）
。
竹
下
史
郎
「
信
託
法
第
一
一
一
一
条

一
項
本
文
違
反
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
」
実
定
信
託
法
研
究
ノ
ー
ト
報
告
書
ト
ラ
ス
ト
六
○
川
頁

（
４
）
四
宮
和
夫
「
前
掲
論
文
」
一
二
一
－
二
頁
参
照
。

（
５
）
四
宮
和
夫
・
能
見
善
久
・
民
法
総
則
［
第
五
版
］
二
六
九
頁
。
民
法
第
一
○
八
条
と
信
託
法
第
二
十
二
条
第
一
項
本
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
米
倉
明

「
信
託
法
二
十
二
条
一
項
本
文
の
解
釈
に
つ
い
て
ｌ
受
託
者
に
よ
る
固
有
財
褒
化
お
よ
び
権
利
取
得
の
可
否
１
１
」
信
託
一
六
○
号
一
二
賞
以
下
、
二
三
頁

（
６
）
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三

（
７
）
シ
・
二
二
・
ｍ
○
．
戸
戸
○
℃
．
○
昼
単
］
］
ロ
，

（
８
）
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
の
関
係
で
「
信
託
財
産
の
管
理
処
分
」
と
は
何
人
の
た
め
の
信
託
事
務
の
処
理
で
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
受
託
者
自
身
の
た

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

二
二
五

参
照
。
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（
、
）
各
条
文
の
見
出
し
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
六
法
（
二
○
○
○
年
版
）
岩
波
書
店
に
よ
る
。

（
胆
）
前
者
は
た
と
え
ば
細
矢
祐
治
・
信
託
法
理
及
信
託
法
制
二
一
五
頁
等
、
中
根
不
駆
雄
「
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
」
信
託
協
会
会
報
八
巻
一
号
一
五
頁
以
下

（
一
九
一
一
一
四
年
）
、
後
者
は
四
宮
「
前
掲
論
文
」
一
一
○
九
頁
、
一
二
三
頁
。

（
旧
）
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
ィ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
第
九
九
条
五
項
に
は
「
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
禁
止
」
に
関
し
て
規
定
し
、
同
一
七
○
条
に
は
「
受
託
者

の
忠
実
義
務
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
お
り
（
詳
細
は
、
慶
臓
義
塾
大
学
信
託
法
研
究
会
訳
・
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
財
団
法
人
ト

ラ
ス
ト
六
○
参
照
）
、
力
リ
フ
ォ
ル
ー
ー
ァ
州
信
託
法
第
一
六
○
○
二
条
に
は
「
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
に
関
し
て
蝋
定
し
、
同
法
第
一
六
○
○
四
条
に
は
「
利

益
相
反
行
為
の
禁
止
」
に
関
す
る
規
定
を
投
げ
て
い
る
（
詳
細
は
、
中
野
訓
．
一
九
八
七
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
信
託
法
財
団
法
人
ト
ラ
ス
ト
六
○
参
照
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
信
託
法
第
二
○
八
二
条
に
は
「
受
益
者
の
利
益
の
た
め
の
信
託
覗
務
処
理
」
（
コ
メ
ン
ト
に
も
あ
る
よ
う
に
、
実
質
的
内
容
は
「
受
託
者
の
忠
実

義
務
」
の
規
定
）
に
関
し
て
規
定
し
、
同
法
第
二
○
八
三
条
な
い
し
第
二
○
八
六
条
に
は
「
受
託
者
の
利
茄
相
反
行
為
の
制
限
」
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い

る
〈
藤
沼
力
哉
訳
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
信
託
法
ｌ
条
文
と
コ
メ
ン
ト
ー
参
照
）
・

そ
の
他
の
理
由
と
し
て
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
規
定
す
る
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
の
解
釈
に
関
し
て
学
説
は
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

取
締
役
の
忠
実
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
善
管
注
意
義
務
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
通
説
・
判
例
（
最
［
大
］
判
昭
和
四
五
・
六
二
四
民
集
二
四
・
六
・

六
二
五
〉
で
あ
る
が
、
利
益
相
反
行
為
禁
止
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
少
数
説
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
法
上
取
締
役
に
対
す
る
善
菅
注
意
義
務
に

関
す
る
規
定
が
存
し
な
い
た
め
に
、
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
に
規
定
す
る
忠
実
義
務
を
善
管
注
意
義
務
に
と
っ
て
代
わ
る
規
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
推

測
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
商
法
第
二
六
五
条
に
は
取
締
役
に
対
す
る
利
益
相
反
行
為
禁
止
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
忠
実
義
務
の
内
容
が
利
益
相
反
行

為
禁
止
の
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
の
存
在
意
義
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
法
に
は
、
明
文
の
忠
実
義
務
の
規

定
は
存
し
な
い
が
、
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る
規
定
（
二
○
条
）
も
受
託
者
の
利
益
相
反
行
為
禁
止
に
関
す
る
規
定
（
二
十
二
条
）
も
存
す
る
の
で
あ
る
・
し

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

一一一一一ハ

め
と
解
す
る
立
場
が
あ
る
が
（
入
江
真
太
郎
「
判
例
よ
り
見
た
る
信
託
法
規
」
信
託
協
会
会
報
第
七
巻
六
号
九
頁
）
、
受
益
者
の
た
め
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
山
田
頤
「
信
託
法
制
の
制
定
過
程
二
二
・
亮
ｌ
信
託
法
・
信
託
蕊
瀧
の
立
案
推
移
’
一
会
報
信
託
二
五
号
六
六
頁
、
中
野
一
イ
ン
ド
信
託
法
序

説
」
法
学
志
林
第
七
八
巻
第
一
・
一
一
合
併
号
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
、
）
四
宮
一
「
前
掲
論
文
」
一
二
三
頁
。
同
．
信
託
法
［
新
版
］
’
’
三
一
一
頁
（
法
律
学
全
集
三
十
三
’
二
）
、
海
原
・
前
掲
書
一
三
九
頁
。
因
に
、
何
故
明
文
を

も
っ
て
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
、
信
託
の
定
義
を
定
め
た
第
一
条
に
信
任
関
係
な
る
観
念
を
排
除
し
、
信
託
法
が

信
託
を
も
っ
て
一
般
の
権
利
義
務
の
観
念
を
も
っ
て
律
し
た
か
ら
で
あ
る
（
倉
橋
駿
一
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
信
託
法
概
説
（
一
一
）
」
信
託
協
会
会
報
第
七
巻

四
号
三
一
’
二
頁
参
照
）
。

Hosei University Repository



（
１
）
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
解
釈
論
と
し
て
、
受
託
者
の
利
益
一
早
受
の
禁
止
を
規
定
す
る
信

託
法
第
九
条
に
求
め
る
学
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
信
託
法
第
九
条
に
は
、
「
受
託
者
ハ
共
同
受
益
者
ノ
一
人
ダ
ル
場
合
ヲ
除
ク

ノ
外
何
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
問
ハ
ス
信
託
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
す
る
。

本
条
は
、
受
託
者
は
単
独
受
益
者
と
し
て
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
ず
ま
た
受
益
者
と
し
て
で
は
な
く
し
て
信
託
の
利
益

（
２
）
 

を
享
受
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
旨
を
表
明
し
た
規
定
で
あ
る
。
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
そ
の
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分

す
る
者
で
あ
る
た
め
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
信
託
の
利
益
を
取
得
し
得
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
何
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ

ス
ル
ヲ
問
ハ
ス
」
と
し
て
脱
法
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
受
託
者
が
個
人
と
し
て
間
接
的
な
方
法
に
よ
っ
て
も
、
信
託
の
利
益
を
享

（
３
）
 

受
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
信
託
法
第
九
条
の
趣
旨
に
関
し
て
、
多
数
説
は
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
と
し
て
で
は
な
く
、
単
独
受
託
者

は
単
独
受
益
者
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
明
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
条
の
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
禁
止
の

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

二
二
七

二
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
利
益
享
受
の
禁
止

た
が
っ
て
、
私
見
は
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
規
定
す
る
商
法
第
二
五
四
条
ノ
三
に
相
当
す
る
規
定
は
、
信
託
法
第
四
条
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ｕ
）
受
託
者
に
よ
る
忠
実
義
務
違
反
行
為
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
能
見
善
久
「
現
代
信
託
法
講
義
③
」
信
託
二
○
二
号
一
三
頁
以
下
参
照
、
植
田
淳
「
イ
ギ
リ

ス
法
に
お
け
る
信
認
義
務
の
諸
相
」
信
託
二
○
二
号
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
過
）
藤
田
友
敬
「
忠
実
義
務
の
機
能
」
法
学
協
会
雑
誌
第
二
七
巻
二
号
二
八
三
頁
以
下
参
照
。
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法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
二
八

原
則
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
を
禁
止

し
な
け
れ
ば
、
「
他
人
と
謀
り
自
己
の
総
財
産
を
信
託
財
産
と
為
し
、
信
託
法
第
一
上
ハ
条
に
よ
る
不
可
侵
権
を
得
て
債
権
者
の
差
押
等
を

免
れ
又
は
第
十
七
条
に
よ
り
相
殺
を
免
れ
得
る
」
な
ど
信
託
制
度
を
悪
用
し
て
債
権
者
を
詐
害
す
る
こ
と
の
防
止
と
解
す
る
立
場
（
青
木

徹
二
・
信
託
法
論
五
六
頁
、
入
江
真
太
郎
・
信
託
法
原
論
二
○
六
頁
、
松
本
蒸
治
「
商
法
雑
題
十
五
信
託
会
社
に
対
す
る
信
託
受
益
権
の

質
入
」
法
学
新
報
第
四
○
巻
第
六
号
七
’
八
頁
、
同
旨
・
大
判
昭
和
八
・
一
一
一
・
’
四
民
集
一
一
一
・
三
五
○
）
か
ら
説
明
し
、
「
受
託
者
が

受
益
者
を
兼
ね
る
と
き
は
受
託
者
の
義
務
と
受
益
者
の
権
利
と
の
混
同
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
」
な
ど
権
利
義
務
の
混
同
が
生
じ
る
こ
と

の
回
避
と
解
す
る
立
場
（
信
託
法
案
説
明
書
一
一
頁
、
同
旨
・
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
通
釈
八
（
〉
ｌ
八
一
頁
）
か
ら
説
明
し
、
ま
た
は
「
受

託
者
と
受
益
者
と
の
分
立
を
も
っ
て
信
託
制
度
の
本
質
的
構
成
要
素
と
し
、
こ
の
よ
う
な
分
立
を
欠
く
信
託
の
成
立
は
認
め
な
い
」
な
ど

信
託
の
基
本
的
構
造
論
の
立
場
（
四
宮
和
夫
「
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
に
つ
い
て
」
信
託
六
○
号
二
頁
以
下
、
同
「
信
託
法
第
九
条
の
意

味
内
容
」
二
○
三
頁
信
託
の
研
究
所
収
、
大
阪
谷
公
雄
・
信
託
法
セ
ミ
ナ
ー
二
六
○
頁
、
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
（
二
二
）
’
五
○
’

一
五
一
頁
参
照
）
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
信
託
法
第
九
条
は
、
単
に
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
禁
止
し
た
規
定
に
過
ぎ
な
い
の
か
否
か
が
問
題
に

（
４
）
 

な
る
。
も
し
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
単
に
禁
止
し
た
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
狭
き
に
失
し
て
い

（
５
）
 

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
」
と
一
一
一
一
口
う
文
一
一
一
一
口
に
つ
い
て
、
信
託
法
第
七
条
の
「
受
益
者
の
利
益
一
旱
受
」
（
受
益

権
の
享
受
）
と
同
一
の
意
味
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と

と
受
益
者
に
な
る
こ
と
と
を
同
一
の
意
味
に
解
し
て
い
る
が
、
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
と
受
益
者
に
な
る
こ
と
と
は
同
一
の
意
味

と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
受
託
者
は
受
益
者
と
し
て
で
は
な
く
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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一
○
○
○
万
円
の
信
託
基
金
の
投
資
で
五
○
万
円
の
利
益
が
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
予
想
配
当
率
が
一
一
一
・
五
％
（
一
一
一
十
五
万
円
）
で
あ
っ

て
も
、
五
○
万
円
が
信
託
の
利
益
で
あ
る
。
受
託
者
が
取
得
で
き
る
の
は
、
予
想
配
当
率
で
あ
る
一
一
一
・
五
％
の
一
一
一
十
五
万
円
を
基
準
に
す

る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
利
益
の
あ
っ
た
五
○
万
円
に
対
す
る
約
定
報
酬
と
手
数
料
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
６
）
 

な
ら
ば
、
本
条
は
、
実
務
界
で
採
ら
れ
て
い
る
実
績
配
当
主
義
の
根
拠
に
な
り
得
る
重
要
な
規
定
と
一
一
一
己
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
は
、
信
託
宣
言
換
言
す
れ
ば
委
託
者
と
受
託
者
と
が
同
一
人
で
あ
る
信
託
を
禁
じ
る
規
定
と
解
す
る
学
説
も

（
７
）
 

（
８
）
 

存
す
る
が
、
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
を
柱
示
止
す
る
ほ
か
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
も
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
後
者
の
立
場
は
、
「
受
託
者
ハ
」
「
信
託
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
言
う
言
葉
の
中
に
、
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る

こ
と
を
禁
止
す
る
ほ
か
、
受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
際
し
て
信
託
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
も
含
む
も
の
と

（
９
）
 

し
、
後
の
点
が
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
原
則
的
規
定
と
し
て
の
意
味
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に

よ
れ
ば
、
受
益
者
に
帰
属
す
べ
き
信
託
の
利
益
を
受
託
者
は
受
け
て
は
い
け
な
い
と
言
う
意
味
か
ら
し
て
、
受
託
者
は
受
益
者
に
対
し
て

（
、
）

忠
実
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
第
九
条
に
忠
実
義
務
を
含
ま
せ
得
る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
禁

止
の
原
則
と
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
原
則
を
比
較
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
受
託
者
の
受
益
者
兼

併
禁
止
の
原
則
と
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
原
則
と
は
、
そ
の
基
本
的
観
念
に
つ
い
て
、
「
信
託
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い

う
同
じ
言
葉
で
も
、
前
者
に
関
し
て
は
受
益
者
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
後
者
に
関
し
て
は
受
託
者
が
信
託
事
務
の

処
理
に
際
し
て
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
強
行
法
か
任
意
法
か
と
い
う
法
規
の
性

格
に
つ
い
て
、
前
者
は
強
行
法
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
任
意
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

二
二
九

Hosei University Repository



し
か
し
、
こ
の
両
原
則
の
比
較
に
お
い
て
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
性
格
に
つ
い
て
任
意
法

（
吃
）

の
性
格
の
も
の
と
解
す
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
信
託
法
第
二
十
二
条
の
規
定
を
も
っ
て
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
も
の
と
解
す
る
立

場
か
ら
す
れ
ば
任
意
規
定
と
解
さ
れ
る
の
は
当
然
と
言
え
る
が
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
性
格
か
ら
し
て
、
強
行
的
性
格
の
規
定
と
解
す

（
旧
）

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
論
か
ら
垂
細
じ
る
か
、
信
託
法
第
二
十
二
条
の
規
定
内
容
か
ら
論
じ
る
か
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
三
○

禁
止
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
、
前
者
は
信
託
自
体
の
不
成
立
を
来
た
し
、
信
託
成
立
後
な
ら
信
託
の
終
了
を
来
た
す
の
に
対
し
て
、
後
者

は
当
該
行
為
の
無
効
や
受
託
者
の
不
当
利
得
返
還
義
務
・
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
等
を
来
た
す
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
、
上
記
の
原
則
が

適
用
さ
れ
る
信
託
の
局
面
に
つ
い
て
、
前
者
は
主
と
し
て
信
託
の
設
定
に
際
し
て
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
信
託
成
立
後
に
お

け
る
受
託
者
の
行
動
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
受
託
者
の
受
益
者
兼
併
禁
止
の
原
則
と
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
原
則
と
は

対
照
的
な
も
の
を
含
み
、
こ
れ
ら
異
質
の
一
一
原
則
を
本
条
の
規
定
趣
旨
の
中
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
は
、
妥
当
と
い
え
な
い
」
と
主
張
さ
れ

（
川
）

る
が
、
同
感
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
両
唐

（
１
）
従
前
、
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
適
用
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
学
説
・
判
例
上
、
売
渡
担
保
が
信
託
法
上
の
信
託
で
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
で
あ
る
（
詳

細
は
、
中
野
・
信
託
法
判
例
研
究
三
四
頁
以
下
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
完
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
た
め
に
、
そ
の
担
保
財
産
の
管
理
処

分
す
る
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
伽
売
渡
担
保
は
信
託
法
上
の
信
託
で
あ
る
と
し
た
上
で
（
肯
定
説
、
遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制
評
論
一
五
頁
以
下
、
同
．
信
託

法
提
要
一
一
一
一
頁
以
下
、
岩
田
新
「
信
託
行
為
ノ
意
義
及
び
本
質
」
東
京
商
科
大
学
研
究
年
報
法
学
研
究
一
一
一
一
七
頁
・
）
、
委
託
者
た
る
債
務
者
が
受
益
者
に
し

て
、
受
託
者
た
る
債
権
者
は
受
益
者
で
は
な
い
の
で
、
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
禁
止
す
る
信
託
法
第
九
条
に
違
反
し
な
い
。
②
売
譲
渡
担
保
は
信

託
法
上
の
信
託
で
あ
る
と
し
た
上
で
（
無
効
説
、
青
木
徹
一
一
・
信
託
法
論
一
一
一
六
六
頁
、
同
「
完
渡
担
保
ノ
信
託
性
ヲ
論
ズ
」
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
二
九
巻
八

号
一
○
頁
、
二
頁
。
入
江
真
太
郎
「
判
例
よ
り
見
た
る
信
託
法
理
」
信
託
協
会
会
報
第
七
巻
第
六
号
五
頁
）
、
債
梅
者
が
受
託
者
兼
受
益
者
と
な
り
債
務
者
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こ
の
他
に
、
受
託
者
た
る
営
業
信
託
会
社
が
受
益
者
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
担
保
と
し
て
自
己
に
対
す
る
受
益
権
（
預
金
債
権
）
の
取

得
が
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
禁
止
す
る
信
託
法
第
九
条
に
違
反
す
る
か
否
か
で
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
詳
細
は
、
中
野
・
前
掲
書
八
三
頁

以
下
参
照
、
四
宮
和
夫
「
信
託
法
第
九
条
の
意
味
内
容
」
信
託
の
研
究
所
収
一
八
六
頁
以
下
参
照
）
。

（
２
）
同
旨
・
中
根
不
騨
雄
「
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
」
信
託
協
会
会
報
第
八
巻
一
号
一
七
頁
。

（
３
）
脱
法
行
為
と
は
、
た
と
え
ば
、
受
託
者
が
自
己
の
子
供
や
妻
を
形
式
上
受
益
者
に
し
て
事
実
上
信
託
の
利
益
を
受
け
る
場
合
は
も
と
よ
り
、
一
応
第
三
者

を
受
益
者
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
受
益
者
を
し
て
、
受
託
者
の
た
め
に
受
益
権
を
信
託
さ
せ
る
こ
と
等
で
あ
る
（
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
七
六

頁
）
。
イ
ン
ド
信
託
法
第
五
三
条
に
は
利
益
相
反
す
る
自
己
取
引
に
つ
い
て
退
任
し
た
受
託
者
に
も
適
用
す
る
旨
の
規
定
が
存
す
る
が
、
脱
法
行
為
に
関
す
る

後
者
の
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
脱
法
行
為
に
鞍
ら
な
い
と
解
し
得
る
（
中
野
「
イ
ン
ド
信
託
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
ｌ
同
法
の
改
正
問
題
を
手
懸
り
と

し
て
ｌ
」
信
託
竈
一
二
五
号
四
九
頁
蓼
盟
．

（
４
）
四
宮
博
士
は
米
国
の
文
献
（
握
曰
の
１
８
．
Ｆ
四
三
』
己
の
｛
旨
（
ｐ
宛
の
切
巨
の
白
の
己
。
『
芸
の
Ｆ
口
君
。
【
日
日
⑭
一
晩
（
』
且
）
・
迩
培
》
②
８
賃
弓
夛
の
百
三
○
口
『
『
息
一
②
『

⑫
患
）
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
第
九
条
で
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
単
独
受
託
者
が
単
独
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
四
宮

「
前
掲
論
文
」
二
○
三
頁
）
と
主
張
さ
れ
る
が
、
多
数
説
を
採
る
学
者
と
て
も
、
こ
の
点
は
何
ら
明
言
し
て
い
な
い
。

（
５
）
中
根
不
鰯
雄
「
前
掲
論
文
」
一
二
頁
。

（
６
）
こ
れ
に
対
し
て
、
実
務
界
で
採
ら
れ
て
い
る
実
績
配
当
主
義
の
根
拠
に
つ
い
て
、
信
託
法
第
十
九
条
に
求
め
る
立
場
も
あ
る
（
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー

（
７
）
青
木
徹
一
一
・
前
掲
書
五
六
頁
。
脚
注
（
１
）
で
紹
介
し
た
大
判
昭
和
八
・
三
・
一
四
民
集
一
一
一
・
四
三
五
○
は
青
木
説
を
採
用
し
た
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る

が
、
信
託
法
第
九
条
は
受
託
者
と
受
益
者
と
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
委
託
者
と
受
託
者
と
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
解
す
る

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

一一一一一一

（
５
）
中
根
不
鰯
雄
一
前

（
６
）
こ
れ
に
対
し
て
、

ル
信
託
法
一
三
○
頁
）
。

が
委
託
者
に
な
る
の
で
、
受
託
者
が
受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
禁
止
す
る
信
託
法
第
九
条
に
違
反
す
る
。
剛
売
渡
担
保
は
「
他
人
の
た
め
に
」
と
い
う
要
件
を

具
備
し
な
い
の
で
信
託
法
上
の
信
託
で
は
な
い
と
し
た
上
で
（
多
数
説
で
あ
る
。
入
江
・
信
託
法
原
論
一
一
一
一
一
一
頁
、
細
矢
祐
治
・
信
託
法
理
及
信
託
法
制
一
一
三

四
頁
、
大
阪
谷
公
雄
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
（
二
一
一
）
一
五
○
頁
、
大
判
昭
和
一
九
・
一
｜
・
五
民
集
一
一
一
一
一
巻
二
号
五
三
頁
、
参
考
Ⅱ
青
木
・
前
掲
書
三
六

七
頁
）
、
債
権
者
（
受
託
者
）
の
み
が
受
益
者
に
な
る
と
解
す
る
税
と
債
務
者
（
委
託
者
）
も
債
権
者
（
受
託
者
）
も
と
も
に
受
益
者
に
な
る
と
解
す
る
説

（
四
宮
和
夫
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
二
七
）
四
八
頁
、
竹
内
俊
雄
「
譲
渡
担
保
の
法
律
的
構
成
」
亜
細
亜
法
学
第
七
巻
第
二
号
六
九
頁
、
参
考
Ⅱ
岩
田

新
・
信
託
法
新
論
三
三
頁
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。
後
説
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
た
る
債
権
者
は
債
務
者
と
共
同
受
益
者
の
関
係
に
立
つ
の
で
、
信
託
法
第
九
条

新
・
信
託
法
新
論
三
三
頁
）
‐

に
抵
触
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
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三
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限

（
Ⅱ
）
四
宮
和
夫
「
前
掲
論
文
」
一
九
三
頁
、
二
○
｜
頁
、
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
七
三
頁
参
照
。

（
吃
）
商
事
信
託
研
究
会
・
商
事
信
託
法
要
綱
案
［
説
明
付
］
、
特
に
第
四
三
四
条
［
説
明
］
三
一
頁
参
照
。
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
し
て
、
商
事
信
託
と
民

事
信
託
と
に
区
別
し
て
い
る
点
に
注
目
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
委
任
（
民
法
第
六
四
四
条
）
に
お
け
る
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
学
説

上
、
受
任
者
の
報
酬
を
基
準
と
し
て
、
有
報
酬
・
無
報
酬
と
に
区
別
し
、
無
報
酬
の
場
合
に
は
善
管
注
意
義
務
は
軽
減
さ
れ
る
旨
の
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
（
安
達
三
季
生
・
債
権
総
論
講
義
（
補
訂
第
三
版
）
一
六
頁
以
下
参
照
）
、
信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
信
託
法
二
十
条
）
に
は
受
託
者
の
報
酬

の
有
無
に
よ
る
善
管
注
意
義
務
の
程
度
に
差
異
を
も
う
け
る
旨
の
議
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
様
に
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
し
て
も
、
民
事
信
託
（
原

則
無
報
酬
）
と
商
事
信
託
（
有
報
酬
）
と
に
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
信
託
関
係
は
民
事
信
託
・
商
事
信
託
と
を
問
わ
ず
、
委
託
者
に
よ
る
受
託
者

に
対
す
る
信
任
（
８
コ
旨
の
ロ
８
）
と
受
益
者
に
よ
る
受
託
者
に
対
す
る
信
頼
関
係
（
冒
巨
Ｃ
旨
『
］
【
の
百
二
・
口
い
三
℃
）
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
皿
）
米
倉
明
「
信
託
法
二
十
二
条
一
項
本
文
の
解
釈
に
つ
い
て
１
１
受
託
者
に
よ
る
圃
有
財
塵
化
お
よ
び
権
利
取
得
の
可
否
ｌ
」
信
託
一
六
○
○
畳
七
頁

参
照
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

一一一一一一一

こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（
中
根
不
瓢
雄
「
前
掲
論
文
」
’
四
頁
参
照
）
。

（
８
）
細
矢
祐
治
・
信
託
法
及
信
託
法
制
一
二
五
頁
、
中
根
不
鰯
雄
「
前
掲
論
文
」
一
六
－
七
頁
、
伴
蔵
人
「
法
律
問
題
を
解
く
鍵
と
し
て
の
金
銭
信
託
の
現

実
」
信
託
協
会
会
報
第
八
巻
六
号
六
○
頁
以
下
。

（
９
）
松
本
崇
・
前
掲
書
七
二
－
七
三
頁
。
し
か
し
、
信
託
法
第
九
条
を
も
っ
て
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
も
定
め
た
規
定
と
解
す
る
学
説
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
学

者
達
は
「
忠
実
義
務
」
と
言
う
文
言
は
ま
っ
た
く
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
、
）
米
国
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
負
う
忠
実
義
務
の
相
手
方
と
し
て
、
受
益
者
に
対
す
る
義
務
と
解
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
○
・
『
因
。
‐

ぬ
の
１
．
弓
『
色
⑪
〔
の
。
③
８
．
・
器
。
・
鵠
ご
鷺
Ｐ
》
少
・
言
・
の
８
一
一
・
シ
す
『
こ
ぬ
目
の
日
。
、
号
の
ト
ロ
ミ
。
［
『
日
⑪
孟
ご
Ｃ
己
已
』
〒
⑬
ｇ
白
・
◎
・
爵
－
９
Ｃ
戸
」
『
・
『
日
②
（
の
．
⑨
巴
函
已

』
巴
等
参
照
）
。
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（
１
）
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
解
釈
論
１
と
し
て
、
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
を
規
定
す
る
信

託
法
第
一
一
十
二
条
に
求
め
る
学
説
が
あ
る
（
近
時
の
通
説
と
言
え
よ
う
）
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
信
託
法
第
一
一
十
二
条
に
は
、
「
①
受
託
者

ハ
何
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
問
ハ
ス
信
託
財
産
ヲ
固
有
財
産
卜
為
シ
又
ハ
之
一
一
付
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
巳
ム
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
事
由
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
受
ヶ
信
託
財
産
ヲ
固
有
財
産
卜
為
ス
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ス
②
前
項
ノ
規
定
ハ
受
託
者
ヵ

相
続
其
ノ
他
包
括
名
義
一
一
因
り
信
託
財
産
二
付
権
利
ヲ
承
継
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
第
十
八
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
と

（
２
）
 

規
定
す
る
。
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
の
は
、
本
条
第
一
項
本
文
の
規
定
で
あ
る
。

本
条
第
一
項
本
文
は
、
受
託
者
は
自
己
の
固
有
財
産
と
信
託
財
産
と
の
間
に
利
益
相
反
す
る
取
引
行
為
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
旨
を

表
明
し
た
規
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
そ
の
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
す
る
者
で
あ
る
た
め
、

双
方
代
理
的
な
立
場
を
利
用
し
て
自
己
固
有
の
利
益
の
た
め
自
己
取
引
（
、
の
一
下
：
呂
口
、
）
の
で
き
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
何
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
問
ハ
ス
」
と
し
て
脱
法
行
為
を
禁
止
し
い
る
の
で
、
受
託
者
が
個
人
と
し
て
間
接
的
な
方
法
に
よ
っ
て
も
、

（
３
）
 

利
益
相
反
行
為
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
条
第
一
項
本
文
の
趣
旨
に
関
し
て
、
本
条
第
一
項
本
文
は
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
規
定
す
る
信
託
法
第
九
条
の
受
託

者
の
受
益
者
兼
併
禁
止
の
原
則
を
具
体
化
し
た
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
説
（
細
矢
祐
治
・
信
託
法
理
及
信
託
法
制
五
六
二
頁
以
下
参

照
、
中
根
不
鰯
雄
「
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
」
信
託
協
会
会
報
第
八
巻
一
号
二
頁
、
野
守
廣
・
内
藤
章
・
信
託
経
営
論
七
五
頁
、
王
・

金
銭
信
託
一
八
六
頁
、
’
一
一
淵
忠
彦
・
信
託
法
通
釈
一
一
一
一
頁
、
永
井
壽
吉
「
日
本
信
託
法
要
義
（
六
）
」
三
一
一
一
頁
信
託
集
会
所
会
報
一
七

巻
一
一
号
）
と
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
受
託
者
は
も
っ
ぱ
ら
信
託
目
的
に
従
っ
て
財
産
を
管
理
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
（
ひ
い
て
は

受
益
者
）
に
対
す
る
義
務
と
自
己
の
利
益
と
が
衝
突
す
る
よ
う
な
事
態
に
身
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
（
四
宮
・
信
託
法
［
新
版
］

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

一一一一一一一一
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法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
三
四

一
一
一
一
一
一
１
二
三
二
頁
、
同
「
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
二
○
八
頁
以
下
）
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
説
（
四
宮
・
前
掲
書
一
一
三
二
頁
以
下

参
照
、
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
一
四
四
頁
、
大
阪
谷
公
雄
・
講
義
録
信
託
法
セ
ミ
ナ
ー
ト
ラ
ス
ト
六
十
叢
書
三
四
七
頁
以
下

参
照
、
海
原
文
雄
・
英
米
信
託
法
概
論
一
三
八
’
九
頁
、
田
中
實
・
山
田
昭
・
雨
宮
孝
子
補
訂
・
改
訂
信
託
法
七
八
’
九
頁
）
と
が
対
立

す
る
（
張
亨
龍
・
韓
国
信
託
法
概
論
（
監
訳
中
野
）
一
一
一
九
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
の
利
益
享
受
禁
止
の
規
定
と
受
託
者
の
権
利
取

得
制
限
の
規
定
を
も
っ
て
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
原
則
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
）
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
立
場
は
受
託

者
の
忠
実
義
務
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
は
別
に
第
九
条
が
あ
り
、
本
条
は
む
し
ろ
第
九
条
の
原
則
を
具
体
化
し
た
規
定
に
す
ぎ
な
い
と

解
し
、
後
者
の
立
場
は
「
受
託
者
ハ
」
「
信
託
財
産
ヲ
固
有
財
産
卜
為
シ
又
ハ
之
一
一
付
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
言
葉
の

中
に
、
受
託
者
の
固
有
財
産
と
信
託
財
産
と
の
間
に
利
益
相
反
す
る
取
引
行
為
を
禁
止
す
る
ほ
か
、
受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に

際
し
て
利
益
相
反
行
為
に
よ
り
信
託
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
し
、
こ
の
点
が
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関

す
る
原
則
的
規
定
と
し
て
の
意
味
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
の
固
有
財
産
と
信
託

財
産
と
の
間
の
利
益
相
反
行
為
た
る
自
己
取
引
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
は
い
け
な
い
と
言
う
意
味
か
ら
し
て
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に

（
４
）
 

対
し
て
、
忠
実
義
務
を
負
う
｝
」
と
に
な
る
。

前
者
（
信
託
法
第
九
条
説
）
の
立
場
か
ら
後
者
（
信
託
法
第
二
十
二
条
説
）
の
立
場
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
受
託
者
の
義
務
を
積
極

的
義
務
と
消
極
的
義
務
と
に
大
別
し
、
信
託
法
第
九
条
（
受
託
者
の
利
益
享
受
の
禁
止
）
、
第
十
七
条
（
信
託
財
産
の
相
殺
の
禁
止
）
、
第

一
一
十
一
一
条
（
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
）
お
よ
び
第
三
十
五
条
（
受
託
者
の
報
酬
）
は
、
受
託
者
の
消
極
的
義
務
を
定
め
た
規
定
で
あ

（
５
）
 

る
。
受
託
者
の
消
極
的
義
務
を
定
め
た
各
条
文
が
達
成
せ
ん
と
す
る
目
的
は
、
受
託
者
は
信
託
財
産
を
所
有
す
る
立
場
を
利
用
し
て
自
己

固
有
の
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
と
信
託
財
産
に
属
せ
ざ
る
債
務
と
の
相
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殺
」
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
、
信
託
財
産
の
損
失
に
お
い
て
受
託
者
が
固
有
の
利
益
を
受
け
る
結
果
に
な
る
た
め
に
、
信
託
法
第
十
七
条
は

こ
れ
を
禁
止
し
、
「
受
託
者
が
信
託
財
産
を
固
有
財
産
と
為
し
又
は
信
託
財
産
に
付
権
利
を
取
得
」
す
る
こ
と
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
、
信

託
財
産
の
利
益
と
受
託
者
の
固
有
利
益
と
が
相
抵
触
す
る
こ
と
に
な
り
、
受
託
者
は
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
自
己
固
有
の
利
益
を
受
け
る

（
６
）
 

結
果
に
な
る
た
め
に
、
信
託
法
第
二
十
二
条
は
こ
れ
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
観
念
に
つ
い
て
、

受
託
者
は
信
託
財
産
の
利
益
と
受
託
者
個
人
の
利
益
と
が
衝
突
す
る
よ
う
な
地
位
に
身
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
（
忠
実
義
務
の
第
一
原

（
７
）
 

則
）
義
務
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
託
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
ぎ
ら
ず
、
第
十
七
条
の
規
定
も
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
定
め
た
規

（
８
）
 

定
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
十
二
条
の
規
定
に
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
含
ま
せ
る
べ
き
か
否
か
に
関
し
て
は
、
今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
受
託
者
の

忠
実
義
務
の
内
容
は
、
信
託
法
第
九
条
や
同
法
二
十
二
条
に
規
定
す
る
内
容
よ
り
も
、
両
法
条
の
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と

広
い
概
念
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
従
前
、
信
託
法
第
二
十
二
条
の
解
釈
適
用
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
学
説
・
判
例
上
、
受
益
梅
の
上
に
質
権
を
取
得
す
る
行
為
が
二
十
二
条
に
違
反
す
る

の
で
は
な
い
か
否
か
に
関
し
て
で
あ
る
く
詳
細
は
、
中
野
・
信
託
法
判
例
研
究
九
○
頁
以
下
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
受
託
者
が
自
己
に
対
す
る
受
益
権
を
も
っ

て
な
し
た
担
保
貸
付
に
つ
い
て
、
大
判
昭
和
八
・
三
・
一
四
民
集
一
二
・
四
・
一
一
一
五
○
頁
は
、
受
託
者
が
受
益
樅
の
上
に
質
椛
を
設
定
す
る
こ
と
は
受
託
者
が

受
益
者
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
又
受
託
者
が
信
託
財
産
に
つ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
抗
弁
に
対
し
て
、
「
受
託
者
は
質
権
者
に
な
る
が
受
益

者
に
な
る
の
で
は
な
い
か
ら
第
九
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
受
益
権
を
も
っ
て
信
託
財
産
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
信
託
法
第
二

十
二
条
に
言
う
信
託
財
産
に
付
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
該
当
し
な
い
」
と
判
示
し
た
。
学
説
上
は
、
受
益
権
の
対
象
が
信
託
財
産
で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、

信
託
法
第
二
十
二
条
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
く
信
託
法
第
九
条
の
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
王
・
金
銭
信
託
一
八
八
六
頁
、
細
矢
祐
治
・
信
託
法
理
及
信
託
法

制
五
六
二
頁
以
下
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
通
釈
・
八
○
頁
以
下
、
入
江
真
太
郎
・
全
訂
信
託
法
原
論
三
○
九
頁
、
同
「
判
例
よ
り
見
た
る
信
託
法
上
の
信
託
」

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

二
三
五
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米
信
託
法
概
論
一
三
七
頁
）
。

（
６
）
中
根
不
咽
雄
二
別
掲
論

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

一一一一一一ハ

法
曹
一
二
巻
一
号
四
五
頁
等
、
信
託
法
第
二
十
二
条
の
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制
評
論
四
三
頁
以
下
、
戸
沢
・
信
託
会
社
実
務
一
五
四
頁
、

大
阪
谷
公
雄
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
（
二
二
）
一
四
六
頁
、
王
・
前
掲
轡
一
八
八
頁
）
と
解
す
る
税
と
、
受
益
権
は
信
託
財
産
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に

し
て
、
第
九
条
に
も
第
二
十
二
条
に
も
違
反
し
な
い
と
解
す
る
説
く
四
宮
和
夫
「
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
二
三
○
頁
以
下
、
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託

法
一
五
三
頁
以
下
、
松
本
蒸
治
「
商
法
雑
題
十
五
信
託
会
社
に
対
す
る
信
託
受
益
権
の
質
人
」
法
学
新
報
第
四
○
巻
六
号
六
頁
以
下
、
末
延
三
次
・
判
民
昭
和

二
八
年
度
二
九
事
件
評
釈
九
九
頁
、
原
「
信
託
受
益
権
の
質
人
」
銀
研
第
一
八
巻
四
号
二
九
一
頁
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。

（
２
）
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
第
一
七
○
条
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
し
て
、
「
川
受
託
者
は
、
信
託
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ

て
は
、
も
っ
ぱ
ら
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
な
る
べ
き
義
務
を
負
う
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
②
受
託
者
は
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
受
益
者
と
取
引
を
な
す
に

あ
た
っ
て
は
公
正
を
旨
と
し
、
か
つ
取
引
に
関
し
受
託
者
が
知
り
ま
た
は
知
り
得
べ
か
り
し
す
べ
て
の
遁
要
な
事
実
を
告
知
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
し
て

一
見
し
て
自
己
取
引
を
容
認
し
て
い
る
が
如
き
文
言
に
な
つ
い
て
い
る
が
、
②
項
の
コ
メ
ン
ト
側
・
佃
は
利
益
相
反
行
為
に
よ
る
自
己
取
引
を
厳
し
く
制
限
し

て
い
る
（
慶
愈
議
塾
大
学
信
託
法
研
究
会
訳
・
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
二
六
一
頁
以
下
参
照
）
。

（
３
）
脱
法
行
為
と
は
、
た
と
え
ば
、
受
託
者
が
形
式
上
自
己
の
妻
や
子
供
に
信
託
財
産
を
取
得
さ
せ
て
実
質
上
自
己
が
取
得
し
た
こ
と
と
同
一
の
結
果
に
な
る

よ
う
な
場
合
は
も
と
よ
り
、
第
三
者
と
通
じ
て
、
い
っ
た
ん
は
第
三
者
を
買
主
と
し
、
後
日
再
譲
渡
を
受
け
る
場
合
等
で
あ
る
。

利
益
相
反
行
為
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
信
託
法
第
五
三
条
に
よ
れ
ば
、
退
任
し
た
受
託
者
も
含
ま
せ
て
い
る
（
中
野
「
イ
ン
ド
信
託
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て

１
１
同
法
の
改
正
を
手
懸
り
と
し
て
ｌ
」
信
託
露
一
二
五
号
四
九
頁
参
照
｝
．

（
４
）
四
宮
和
夫
「
前
掲
論
文
」
二
一
三
頁
以
下
参
照
。
受
託
者
が
負
う
忠
実
義
務
の
相
手
方
と
し
て
、
実
質
的
法
主
体
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
信
託
法
第
二

十
二
条
に
求
め
て
も
、
理
論
上
一
貫
し
て
お
り
、
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
信
託
財
産
に
法
主
体
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）
中
根
不
鯛
雄
「
信
託
法
第
九
条
の
解
釈
」
信
託
協
会
会
報
第
八
巻
一
号
一
○
頁
に
よ
れ
ば
、
信
託
法
が
受
託
者
に
作
為
を
命
じ
た
も
の
と
不
作
為
を
命
じ

た
も
の
と
を
基
準
と
し
て
、
第
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
九
条
は
積
極
的
義
務
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
り
、
第
九
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
は
消
極
的
義
務
を
規
定
で
あ
る
と
分
類
し
、
消
極
的
義
務
の
う
ち
、
第
九
条
は
通
則
で
あ
り
、

第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
は
第
九
条
に
対
す
る
特
則
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
受
託
者
の
義
務
を
積
極
的
義
務
と
消
極
的
義
務
と
に
分
類
す
る

こ
と
に
関
し
て
、
池
田
寅
二
郎
・
担
保
付
社
債
信
託
法
論
二
二
一
頁
参
照
。
し
か
し
、
受
託
者
の
積
極
的
義
務
と
消
極
的
義
務
と
の
分
類
に
関
し
て
、
海
原
博

士
は
、
「
両
者
は
常
に
他
方
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
見
解
の
相
違
で
あ
っ
て
、
強
い
て
分
類
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
さ
れ
る
（
英

中
根
不
咽
雄
「
前
掲
論
文
」
一
○
頁
以
下
参
照
。
同
「
信
託
法
第
二
十
二
条
解
説
」
信
託
協
会
会
報
第
九
巻
一
号
三
二
頁
以
下
参
照
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
学
説
上
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
信
託
法
第
九
条
と
第
二
十
二
条
の
趣
旨
を
概
観
し
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
学
説
も
、
受
託
者
の
基
本
的
な
義
務
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
狭
き
に
失
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

（
１
）
 

る
。
忠
実
義
務
の
一
側
面
を
捉
一
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
壱
ｂ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
見
は
、
信
託
法
第
四
条
は
解
釈
論
と
し
て
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
規
定
と
し
て
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
信
託
法
第
四
条
の
規
定
の
内
容
こ
そ
が
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
信
託
法
第

四
条
に
は
、
「
受
託
者
ハ
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
信
託
財
産
ノ
管
理
又
ハ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
立
法
論
と
し
て
、
本
条
が
置
か
れ
た
位
置
か
ら
も
立
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
規
定
す
る
商
法
第
二
五

四
条
ノ
三
の
立
法
精
神
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
取
締
役
が
凡
そ
定
款
違
反
の
行
為
を
な
す
と
き
は
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
忠
実
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示

（
２
）
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
受
託
者
の
義
務

（
７
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
二
三
一
頁
。

（
８
）
四
宮
博
士
に
よ
る
忠
実
義
務
の
定
義
・
基
準
か
ら
す
る
と
（
四
宮
・
前
掲
書
一
一
三
一
頁
）
、
「
相
殺
禁
止
」
の
規
定
（
信
託
法
十
七
条
）
も
、
受
託
者
の
忠

実
義
務
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

＝ 

七
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法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
三
八

と
こ
ろ
で
、
本
条
の
趣
旨
に
関
し
て
、
受
託
者
の
負
担
す
る
各
種
の
義
務
の
基
本
的
観
念
を
一
不
し
た
も
の
と
解
す
る
説
（
入
江
真
太

郎
・
信
託
法
原
論
二
九
六
頁
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
通
釈
六
○
頁
、
青
木
徹
一
一
・
信
託
法
論
二
四
六
頁
）
、
信
託
の
目
的
た
る
財
産
権
に

対
す
る
受
託
者
の
権
限
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
説
（
岩
田
新
・
信
託
法
新
論
五
九
頁
）
お
よ
び
信
託
行
為
に
よ
っ
て
信
託
独

自
の
管
理
権
限
を
付
与
せ
ら
れ
た
受
託
者
の
基
本
的
な
職
務
権
限
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
説
（
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
二
一

一
頁
以
下
、
松
本
崇
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
四
二
頁
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
条
は
、
受
託
者
が
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
、
自
己
の
利
益
の
た

め
に
管
理
ま
た
は
処
分
す
る
の
で
は
な
く
、
他
人
（
受
益
者
）
の
利
益
の
た
め
に
為
す
も
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
信
託
行
為
の
定
め
に

従
っ
て
為
す
べ
き
旨
を
表
明
し
た
規
定
で
あ
る
。
受
託
者
は
財
産
権
の
移
転
其
の
他
の
処
分
を
受
け
て
、
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
受

益
者
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
自
己
所
有
の
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
と

同
様
に
任
意
的
裁
量
に
基
づ
い
て
為
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
散
漫
か
つ
不
誠
実
な
管
理
ま
た
は
処
分
を
為
す
虞
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

（
３
）
 

た
が
っ
て
、
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
」
と
一
一
一
一
口
う
言
葉
の
中
に
、
当
然
に
「
委
託
者
の
指
示
し
た
信
託
目
的
の
実
現
」
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
受
託
者
の
忠
実
義
務
の
意
味
を
も
た
せ
る
の
で
あ
る
。
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
一
一
従
上
」
と
は
、
信
託

は
受
益
者
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
の
が
常
態
で
あ
る
か
ら
、
「
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
」
と
言
う
意
味
は
当
然
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
し
得
る
な
ら
ば
、
受
託
者
は
、
委
託
者
の
指
示
し
た
信
託
目
的
に
し
た
が
っ
て
、

受
益
者
の
た
め
に
、
信
託
財
産
を
管
理
又
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
受
託
者
は
、
第
一
次
的
に
は
委
託
者
に

（
４
）
 

対
し
て
、
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
ニ
従
上
」
（
委
託
者
の
指
一
示
し
た
信
託
目
的
の
実
現
の
た
め
に
）
、
第
二
次
的
に
は
受
益
者
に
対
し
て
信

託
財
産
を
管
理
又
は
処
分
す
べ
き
忠
実
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
委
託
者
は
受
益
者
の
た
め
に
自
己
の
財
産
を
管
理
ま
た
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は
処
分
す
べ
き
と
こ
ろ
、
信
託
制
度
を
利
用
し
て
委
託
者
は
自
己
に
代
わ
っ
て
受
託
者
に
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
を
任
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
得
る
か
ら
こ
そ
、
委
託
者
は
、
信
託
設
定
後
、
信
託
関
係
か
ら
離
脱
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
受
託
者
が
こ
の
義
務
に
違
背
し
て
、
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
し
た
場
合
、
受
益
者
は
受
託
者
の
処
分
行
為
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
と
と
も
に
（
第
三
一
条
）
、
義
務
違
反
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
特
に
、
二
七
条
参
照
）
。

し
か
し
、
信
託
法
第
四
条
の
規
定
の
み
を
も
っ
て
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
先
学
者

た
ち
が
議
論
し
て
き
た
信
託
法
第
九
条
の
規
定
お
よ
び
第
二
十
二
条
の
規
定
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
信
託
法
第
四
条
と
第
九
条
ま
た
は
第
二
十
二
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
信
託
法
第

四
条
の
規
定
は
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
通
則
的
規
定
で
あ
り
、
信
託
法
第
九
条
の
規
定
お
よ
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
特
則
的
な

（
５
）
 

規
定
内
容
で
あ
っ
て
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
を
具
体
化
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
、
私
の
結
語
耐
で
あ
る
。

（
１
）
受
託
者
に
よ
る
忠
実
義
務
違
反
行
為
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
能
見
善
久
「
現
代
信
託
法
講
義
③
」
信
託
二
○
二
号
一
三
頁
以
下
、
植
田
淳
「
イ
ギ
リ
ス
法

に
お
け
る
信
認
義
務
の
諸
相
」
信
託
二
○
二
号
三
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
２
）
東
京
地
裁
昭
和
三
八
・
四
・
五
下
民
集
一
四
・
四
・
六
五
七
参
照
。
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
」
（
信
託
法
四
条
）
は
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
を
規

定
す
る
会
社
法
二
五
四
条
ノ
三
の
定
款
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
」
（
四
条
）
と
「
一
定
ノ
目
的
二
従
上
」
（
｜
条
）
と
は
同
意
義
に
使
わ
れ
、
ま
た
「
信
託
ノ
本
旨
一
一
従
上
」
（
二
十
条
）

と
も
同
意
義
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
若
干
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
例
の
な
か
に
、
受
益
者
の
確
定
性
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
、
信
託
の
目

的
の
確
定
性
と
言
う
表
現
で
判
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
〈
大
阪
高
裁
昭
和
四
八
・
七
・
一
二
家
裁
月
報
一
一
六
巻
七
号
一
一
一
頁
、
中
野
・
信
託
法
判
例
研
究

（
６
）
事
件
四
六
頁
以
下
参
照
）
。

（
４
）
受
託
者
の
忠
実
義
務
は
何
人
に
対
し
て
負
う
べ
き
義
務
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
に
、
信
託
の
当
事
者
で
は
な
い
受
益
者
に
対
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く

く
、
本
来
は
信
託
の
当
事
者
で
あ
る
委
託
者
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
委
託
者
は
、
信
託
か
ら
離
脱
す
る
の
で
、
結
局
委
託
者
に
代
わ
る
も

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

一
一
三
九
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本
稿
に
お
い
て
は
、
従
来
、
信
託
法
学
者
が
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
根
拠
規
定
と
し
て
問
題
に
し
て
い
た
第
九
条
お
よ
び
第
二

十
二
条
に
つ
い
て
、
不
十
分
な
が
ら
、
そ
の
適
否
に
検
討
を
加
え
て
み
た
。
す
な
わ
ち
、
両
法
条
と
も
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
と
は
、

「
受
託
者
は
信
託
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
原
則
の
も
と
で
、
こ
の
原
則
を
現
し
て
い
る
の
は
第
九
条
の
規
定
な
の
か
、

そ
れ
と
も
第
二
十
二
条
の
規
定
な
の
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
は
、
上
記
原
則
以
外
の
要
因
の
基
で
、
考

察
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

英
米
法
国
で
は
受
託
者
の
忠
実
義
務
は
受
託
者
の
基
本
的
義
務
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
わ
が
国
の
卓
越
し
た
信
託
法
立
案
者
は
そ
の
こ

と
を
見
逃
す
訳
が
な
く
、
立
法
論
と
し
て
、
明
文
を
も
っ
て
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
の
は
、
信
託
法
第
一
条
の
定
義

（
１
）
 

規
定
の
内
容
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
二
号

二
四
○

の
と
し
て
、
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
ー
ー
従
上
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
英
米
国
法
に
は
信
託
行
為
と
言
う
概
念
が
な
い
の
で
、
「
信
託
鉦
轡
の
定
め
に

し
た
が
っ
て
」
と
言
う
文
言
が
「
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
ニ
従
上
」
と
同
意
義
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
商
事
信
託
研
究
会
・
商
事
信
託
法
要
綱
案
［
説
明
付
］
は
、
第
四
三
四
条
に
「
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
①
項
に
つ
い
て
は
、

米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
［
一
一
版
］
第
一
七
○
条
第
一
項
、
カ
リ
フ
オ
ル
ー
ー
ア
州
信
託
法
第
一
六
○
○
二
条
⑥
項
お
よ
び
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
信
託
法
第
二

○
八
二
条
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
②
項
に
つ
い
て
は
、
若
干
独
自
色
が
み
ら
れ
る
。
③
項
に
つ
い
て
は
、
原
則
無
報
酬
の
立
場
で
の
規
定
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、

商
事
信
託
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
原
則
有
報
酬
の
規
定
内
容
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
受
託
者
「
信
託
の
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
従
来
の
忠
実
義
務

の
範
繍
で
受
託
者
の
報
酬
を
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
得
る
。
受
託
者
の
忠
実
義
務
は
、
商
事
信
託
だ
か
ら
特
に
必
要
と
言
う
も
の
で
は
な
く
、
信
託

制
度
の
性
質
上
、
民
事
信
託
に
と
っ
て
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
結
語
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受
託
者
の
忠
実
義
務
は
、
重
要
な
基
本
的
義
務
で
あ
る
の
で
、
「
受
託
者
は
信
託
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
文
言
に
拘

泥
せ
ず
に
、
立
法
論
と
し
て
、
諸
外
国
の
学
説
・
判
例
の
研
究
を
視
野
に
い
れ
て
、
引
き
続
き
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
に
し
な
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
根
拠
規
定
の
相
違
は
、
少
な
く
て
も
信
託
の
基
本
的
構
造
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
債
権
説
を
採
ら
れ
る
先
生
は
第
九
条
に
求
め
、
実
質
的
法
主
体
説
を
採
ら
れ
る
先
生
は
第
二
十
二
条
に
求
め
ら
れ
る
傾
向
を
伺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
信
託
の
基
本
的
構
造
論
の
対
立
に
よ
る
各
法
条
の
解
釈
適
用
の
相
違
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
倉
橋
駿
一
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
信
託
法
概
説
（
二
）
」
信
託
協
会
会
報
第
七
巻
四
号
一
一
一
一
－
二
頁
参
照
（
同
旨
）
。

信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
中
野
）

四
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